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平成２８年１０月５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２８年（ネ）第１００５６号 特許権侵害差止請求控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２５年（ワ）第３０７９９号  

口頭弁論終結日 平成２８年９月１２日 

            判    決 

 

控 訴 人    Ｊ Ｘ 金 属 株 式 会 社 

             （旧商号 ＪＸ日鉱日石金属株式会社） 

 

同訴訟代理人弁護士    高   橋   雄 一 郎 

同     弁理士    望   月   尚   子 

   

         被 控 訴 人    田中貴金属工業株式会社 

          

         同訴訟代理人弁護士    飯   村   敏   明 

 鈴   木       修 

                             大   平       茂 

                      大   西   千   尋 

                      磯   田   直   也 

                      森   下       梓 

         同     弁理士    松   山   美 奈 子 

            主    文 

       １ 本件控訴を棄却する。 

       ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

            事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 
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 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 被控訴人は，控訴人に対し，３０万円及びこれに対する平成２６年１２月３

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ 訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要（略称は，審級による読替えをするほか，原判決に従う。） 

１ 本件は，発明の名称を「強磁性材スパッタリングターゲット」とする特許第

４６７３４５３号に係る特許権（本件特許権）を有する控訴人が，被控訴人に対し，

被控訴人が製造してセミコン・ライト社（大韓民国京畿道 仁 興区ゴメ洞４７

４所在）に販売した原判決別紙被告製品目録記載１の製品（以下「被控訴人製品１」

という。）は，本件特許の特許請求の範囲の請求項２記載の発明（本件特許発明）

の技術的範囲に属すると主張して，特許権侵害の不法行為による損害賠償金（第１

次的に特許法１０２条２項による損害額５５万円の内金として３０万円，第２次的

に同条３項に基づく損害額１４万３１３０円）及びこれに対する平成２６年１２月

３日（同年１１月２８日付け訴え変更申立書（２）の送達日の翌日）から支払済み

まで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

 原判決は，被控訴人製品１は，本件特許発明の文言侵害に当たらず，その技術的

範囲に属するということはできないとして控訴人の請求を棄却した。 

 そこで，控訴人が原判決を不服として控訴したものである。 

 ２ 原審における訴訟の経緯 

 以下のとおり改めるほかは，原判決の「事実及び理由」の第２の１(2)記載のとお

りであるから，これを引用する。 

 (1) 原判決２頁１５行目の「別紙」を「原判決別紙」と改める。 

 (2) 原判決２頁２３行目の「（前記第１及び上記(1)）」を削除する。 

 ３ 前提事実 

 原判決の「事実及び理由」の第２の２記載のとおりであるから，これを引用する。 

４ 争点 
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原判決の「事実及び理由」の第２の３記載のとおりであるから，これを引用する。 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 争点に関する当事者の主張は，以下のとおり，争点(2)に関する当事者の主張を付

加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第３記載のとおりであるから，これを

引用する。 

 (1) 構成要件Ｂ－（１）について 

〔控訴人の主張〕 

ア 「球形の相」について 

(ア) 乙３２は，被控訴人の取締役常務執行役員の陳述書であるが，相（ｂ）の

原料粉末の形状を全く考慮していないため，当業者の技術常識を示しているという

ことはできない。すなわち，純Ｃｏ粒子を原料としているとの被控訴人自らの主張，

被控訴人のターゲットはアトマイズ粉末を用いているとの主張及び被控訴人製品１

の組織写真（甲５，９，６２の１・２，６７，８９，９０）をみると，大部分が円

形の相として観察される事実からすれば，被控訴人製品１の相（ｂ）の原料は，球

形の純Ｃｏ粉末であることに間違いない。そうすると，被控訴人製品１の相（ｂ）

の原料が球形の粉末である以上，被控訴人製品１の一断面のＳＥＭ画像で観察され

た円形の相（直径と短径の差が０～５０％である相）の立体的形状について，原料

の形状を全く無視して判断する乙３２は非常識である。 

(イ) 乙３２は，乙３２を提出する以前の被控訴人の主張とも真っ向から矛盾し

ており，当業者の技術常識は乙３２の提出前の被控訴人の主張のとおりである。 

すなわち，被控訴人は，従前，①一断面のＳＥＭ写真の円形相を「球形」と評価

した主張を行い，②「球形の相（Ｂ）」は，原料の球形粉末が粉砕されることなく，

その形状を維持したまま焼結されたものであると主張し，③被控訴人製品１の認否

の際に，「球形」であること自体は認める主張を行い，④被控訴人出願に係る特許

公報（甲６９）に記載されているターゲットの組織において観察される円形の相を

球状と評価し，⑤当業者は，アトマイズ合金粉末を原料粉末として用いたターゲッ
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トの組織において観察される円形の相を球形であると評価している。 

(ウ) 統計的判断に基づけば，被控訴人製品１の立体的形状は球形であるという

ほかない。すなわち，被控訴人製品１のＳＥＭ写真では，四角形や三角形が確認で

きないという事実は，一断面で「円形」の相の立体的形状が球形ではないかもしれ

ないとの想定が成り立たないことを示している。 

(エ) 控訴人が当審で新たに提出した分析結果（甲６０，６１）は，断面におい

て円形で観察される相（ｂ）の立体的形状が球形であることを端的に証明している。

すなわち，甲６０の図２，３は，被控訴人製品１のエロージョン面に対して垂直方

向の面を２つ切り出し，これをＳＥＭ観察したものであるところ，円錐形などの形

状は一切見当たらない。また，甲６１のシミュレーションによれば，想定される焼

結条件によって変化する可能性のあるＣｏ粉末のヤング率及び降伏応力をかなり広

い範囲でふっても，変形はほとんどない結果となっている。 

(オ) なお，ＳＥＭ画像でダルマ状に見える相（ｂ）であっても，それを形成す

る個々の粒子が原料である球形の純Ｃｏ粒子がそのままの形状を維持して焼結した

ようなものであれば，球形の相（Ｂ）とすべきである。また，球形の特徴である弧

を描く外周が完全になくなったようなものでない限り，長径と短径の比が２以下で

あれば，球形と評価することが合理的である。 

(カ) したがって，被控訴人製品１のＳＥＭ写真において，円形（長径と短径の

差が０～５０％）のものは，当業者の技術常識のみならず，甲６０，６１に基づけ

ば，球形のＣｏ粉末が混合時に粉砕されることなく，形状をほぼ維持したまま焼結

されたものであるから，その立体的形状は「球形」であることが明らかである。 

イ 「直径が３０～１５０μｍの範囲にある」について 

(ア) 被控訴人製品１の断面ＳＥＭ写真を見れば，一断面において直径が３０μ

ｍを超える短径と長径が０～５０％の相（ｂ）（「球形の相（ｂ）」）は，「直径

が３０～１５０μｍの範囲にある」と推認することが可能である。なぜならば，①

断面が中心を通らない限り，「球」の直径は，その球の断面である「円」の直径に



5 

比べて，同じか，それよりも必ず大きくなり，②「～１５０μｍ」との上限がある

が，被控訴人製品１のＳＥＭ画像に現れる相（ｂ）の大きさが，いずれのＳＥＭ写

真（甲５，９，６２の１・２，６７，８９，９０，乙２７）においても，観察され

る相（ｂ）の中で最も大きな相（ｂ）ですら，その長径は１００μｍを超えないこ

と，直径が１５０μｍの球を切断した場合，出現する円の８０％が，直径１０５～

１５０μｍになるので，切断面において，直径が１０５～１５０μｍの円が１０５

μｍ未満の円よりも４倍多く観察されなければならないところ，１０５～１５０μ

ｍの円は全く観察されなかったことからすれば，１５０μｍ以上の直径を有する球

は存在しないと判断するのが極めて妥当である。 

また，甲６７，８９及び９０によって明らかにされた粒子の長径についてみると，

Ｃｏ濃度が９０ｗｔ％以上の領域を有する長径が３０μｍ以上の球形の相（ｂ）及

び長径が３０μｍ以上の全ての球形の相（ｂ）のいずれにおいても，大部分は３０

ないし６０μｍの範囲内であり，１２０μｍを超えるものは一つもない。 

したがって，たとえ，一断面の形状から近似的に球体の直径を導出できないとし

ても，断面における直径が３０μｍを超える「球形の相（ｂ）」の立体形状の直径

は，「３０～１５０μｍの範囲にある」と推認することは可能である。 

(イ) 「直径」とは，「円，楕円，双曲線で，中心を通り，両端がその曲線上に

ある線分。」（甲６３〔大辞泉〕，６４〔科学大辞典〕）である。すなわち，直径

の意義は，真円だけに限らず，楕円等においても明確である。 

なお，甲５３における「長径及び短径」並びに「直径」との関係は，乙２７にお

ける被控訴人の定義及び計算方法に基づいて算出された値である。控訴人は，最大

限，被控訴人の主張を取り込んでも，被控訴人製品１が，本件特許発明の技術的範

囲に属することを立証するために，甲５３において，相（ｂ）の「直径」に関し，

乙２７における被控訴人が行った定義及び計算方法と同様の方法で特定した。 

(ウ) 以上のとおり，技術常識に基づけば，一断面のＳＥＭ写真において，直径

が３０μｍを超える「球形の相（ｂ）」（短径と長径が０～５０％の相（ｂ））は，
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疑いなく，「直径が３０～１５０μｍの範囲にある」ということができる。 

ウ 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」について 

(ア) 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」とは，球形の相（Ｂ）の中に「Ｃｏ含

有量が９０ｗｔ％以上」の部分が少しでもあれば足りるという意味に解するのが相

当である。 

すなわち，①本件明細書の【００２３】は「球形の相（Ｂ）」のＣｏ濃度に関す

る記載であるところ，その前段（「原料としては純Ｃｏを使用するが，焼結時に球

形の相（Ｂ）が周囲の金属素地（Ａ）と相互に拡散するので，好ましい相（Ｂ）の

Ｃｏ含有量は９０ｗｔ％以上であり，より好ましくは９５ｗｔ％以上，さらに好ま

しくは９７ｗｔ％以上である。」）は，本件特許発明のＣｏ含有量に関する上位概

念であり，それに対して後段（「Ｃｏが主成分であるが，中心は純度が高く，周囲

は純度がやや低くなる傾向にある。球形の相（Ｂ）の径を１／３に縮小したと仮定

した場合の相似形（球形）の相の範囲（以下「中心付近」という。）内では，Ｃｏ

の濃度９７ｗｔ％以上を達成することが可能であり，」）は下位概念という関係に

立つ。そのため，仮に，前段の「Ｃｏ含有量は９０ｗｔ％以上」を「球形の相（Ｂ）」

全体の値であるとすると，後段に記載されている中心付近ではＣｏの濃度９７ｗ

ｔ％以上を達成できたとしても，必ずしも「球形の相（Ｂ）」全体の平均値として

「Ｃｏ含有量は９０ｗｔ％以上」を達成することはできない。②本件明細書の【０

０２３】の後段の「中心付近内では」とは，中心付近内の全体のＣｏの濃度が９７

ｗｔ％以上であることを意味するという解釈と，中心付近内においてはＣｏの濃度

が９７ｗｔ％以上の領域が存在することを意味するという解釈の２通りが考えられ

るが，ｉ）実施例１の「９９ｗｔ％以上含有し」との記載（本件明細書の【００４

４】）からは，複数の測定結果を基にしていることが明白であること，ｉｉ）Ｃｏ

濃度は，ＥＰＭＡ分析で算出していることから，「相（Ｂ）の中心付近ではＣｏを

９９ｗｔ％以上含有し，」とは，ＥＰＭＡ分析のスポット径におけるＣｏ濃度を意

味するといえることからすれば，「中心付近内においては」の意味に解釈すべきで
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ある。③同じ明細書において「９９ｗｔ％以上含有し」との技術的意味を異なる意

味に解することは合理的ではないし，そのように解する理由もない。④相（Ｂ）の

直径の下限値を３０μｍと規定しているのは，焼結時の拡散によっても相（Ｂ）を

金属素地と区別可能とするためであり，焼結によるＣｏの拡散現象後であっても，

直径が３０μｍの球形の相（Ｂ）内に，直径数μｍのＣｏ濃度９０ｗｔ％以上の領

域を有する状態のターゲットであれば，球形の相（Ｂ）と金属素地（Ｂ）とが区別

できなくなるような場合は生じない。⑤球形の相（Ｂ）内の大部分の領域について

Ｃｏ濃度が９０ｗｔ％以下であったとしても，Ｃｏ濃度が９０ｗｔ％以上の領域が

わずかでも存在する場合，ターゲット内には，Ｃｏ濃度の高い領域と相対的に低い

領域が形成され，十分に漏洩磁束を高めることは可能である。 

(イ) 前記(ア)の解釈は，前訴において，被控訴人が，本件特許の無効を主張し

た際の解釈，すなわち，「球形の相（Ｂ）」の原料粉末が約９３．８ｗｔ％であれ

ば，「球形の相（Ｂ）」としても「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」との主張を前

提とすれば，「球形の相（Ｂ）に対応する相のＣｏ濃度の評価は，いずれかのポイ

ントでＣｏが９０ｗｔ％以上であればよいと判断していたことに沿うものである。 

(ウ) 「球形の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」であるこ

とが必要と解することはできない。 

すなわち，①「球形の相（Ｂ）」のＣｏ濃度を高めるためには，必ずしも「球形

の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」でなければならないとい

うことはない。②周囲の組織より最大透磁率を高くすることを実現するのに，必ず

しも「球形の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」でなければな

らないということはない。③ターゲット内部の磁束に密な部分と疎な部分を生じさ

せたターゲット組織構造とするという目的を達成するのに，「球形の相（Ｂ）」全

体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」であることが必要であるということはな

い。④本件明細書の詳細な説明の記載を見ても，「９０ｗｔ％」という数値が平均

値であることを示す記載は一切ない。⑤実施例においても，平均値であることを示
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す記載は一切ない。 

(エ) 前記(ア)のとおり，「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」「球形の相（Ｂ）」

を「球形の相（Ｂ）」の中に「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」の部分が少しでもあ

れば足りると解した場合，甲５，６２の１・２，６７，８９，９０によれば，被控

訴人製品１の球形の相（ｂ）がＣｏを９０ｗｔ％以上含有していることは明らかで

ある。 

(オ) 仮に，原判決のとおり，「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」「球形の相（Ｂ）」

を「球形の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」であることが必

要であると解した場合であっても，甲６２の２，９０のＰｏｉｎｔ７の図８．８に

よれば，直径が３０μｍ未満の粒子（Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３）であっても，平均のＣ

ｏ濃度は９０ｗｔ％以上であるから，拡散現象を考慮すると，直径が３０μｍより

大きい粒子の場合，平均のＣｏ濃度は９０ｗｔ％以上であると合理的にいうことが

できる。 

〔被控訴人の主張〕 

ア 「球形の相」について 

(ア) ターゲットの１面だけを分析しても，その粒子の立体形状は判別できず，

その直径を測定することもできない。原料粒子の計上と寸法から相（Ｂ）の各粒子

の立体形状と寸法を推定することはできない。 

甲６２の１・２，８９，９０も同様に断面観察に基づくものであるから，相の立

体形状が不明であり，直径も不明である点に変わりはない。 

(イ) 控訴人の主張に対する反論 

ａ 原判決は，乙３２こそが当業者の技術常識であると述べているわけではなく，

甲５では立証が不十分であると判断したにすぎない。したがって，乙３２の評価に

関する控訴人の主張は失当である。 

ｂ 甲６２の２，９０の図７．１に表れている２０番の粒子の研磨面での形状は，

当該粒子が到底球形ではあり得ないことを端的に示している。同様に，図８．４の
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右上画像及び図８．６の画像の６番の粒子の上に表れている粒子も球形ではあり得

ない。 

イ 「直径が３０～１５０μｍの範囲にある」について 

(ア) ターゲットの１面だけを分析しても，その粒子の立体形状は判別できず，

その直径を測定することもできない。断面観察で直径が３０～１５０μｍの粒子で

あっても，立体形状においては１５０μｍ以上の直径を有する可能性もある。また，

原料粒子の形状と寸法から相（Ｂ）の各粒子の立体形状と寸法を推定することはで

きない。 

甲６２の１・２，８９，９０も，甲５等と同様に，断面観察に基づくものである

から，相の立体形状が不明であり，直径も不明である点に変わりはない。 

(イ) 控訴人の主張に対する反論 

ａ 控訴人主張の裏を返せば，断面ＳＥＭにおいて直径１０５μｍ未満の相が観

察されたとしても，２割の確率でその相は１５０μｍを超える直径の立体形状を有

する可能性があるということに他ならない。 

１００μｍの円が観察された場合に，その約９．４倍の多さで１０５～１５０μ

ｍの円が観察されるのは，ターゲットに含有される全てのＣｏ粒子が直径１５０μ

ｍであった場合のみである。また，被控訴人製品１には様々な粒径の粒子が含まれ

ているから，直径１５０μｍの球の断面を切った場合の出現確率と被控訴人製品１

の断面ＳＥＭの観察結果が一致しなかったとしても当然である。控訴人の主張は議

論の前提を正解しないものであり，誤導である。 

ｂ 被控訴人は，相（Ｂ）が真円でない場合の直径の計算方法が明細書に記載さ

れていなかったことから，やむを得ず乙２７の定義及び計算方法を採用したので

あって，クレームの文言としての直径の定義が明らかであることを認めたわけでは

ない。 

ｃ 控訴人は，クレーム文言の「直径」とは何かを自ら明らかにしていない。こ

のため，真球でなく楕円や不定形状の相における観察断面の「直径」とはなんであ
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るのか，断面の直径が導出できたとして，楕円体や不定形状の立体形状の直径はど

のように定義されるのか，定義できたとしても，どのように断面の直径と立体形状

の直径とが関係するのかといった点については，依然として不明である。クレーム

文言の定義が不明であるのに，被控訴人製品１におけるＣｏを主成分とする相が相

（Ｂ）に該当するか否かを判断することは不可能である。 

ウ 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」について 

(ア) 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」とは，相（Ｂ）の中の全ての領域にお

いてＣｏが９０ｗｔ％以上含有されていることを要求するものである。 

すなわち，①本件明細書の【００２３】の前半部分の記載に接した当業者は，球

形の相（Ｂ）は，純Ｃｏに由来し，純Ｃｏの周辺部において生じる拡散によってＣ

ｏ含有量が１００ｗｔ％を下回ることになるが，９０ｗｔ％を下回ることはないと

理解し，【００２３】の後半部分には，中心と周囲との純度に相違が生じることが

記載されているが，それは「やや低くなる程度」であり，原料として純Ｃｏを用い

る以上，中心は高純度に保たれ，周囲も「やや低い程度」であることが想定される。

したがって，「相（Ｂ）」が「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」との要件は，明細

書の文言に基づいて，「相（Ｂ）」の全ての領域においてＣｏが９０ｗｔ％以上含

有されているとの意味と理解するほかない。②実施例をみると，いずれも相（Ｂ）

の「中心付近では」Ｃｏが９８ないし９９ｗｔ％以上含有していることが確認され

たとしており，周辺部においても十分高い純度が保たれていると判断し，周辺部で

の測定を省略したものと考えられる。③控訴人の解釈によっては，直径３０～１５

０μｍの球形の相の内部に，直径数μｍのＣｏ濃度９０ｗｔ％以上の領域があれば，

それを全て相（Ｂ）とすることになり，球形の相（Ｂ）の直径を３０～１５０μｍ

と特定することの技術的意味が失われる。また，球形の相（Ｂ）内の大部分の領域

についてＣｏ濃度が９０ｗｔ％以下であっても，漏洩磁束の向上という効果が得ら

れるなどということは，本件明細書には何ら記載されていないし，本件特許発明の

効果は，相（Ｂ）中のＣｏ濃度が全体として（全ての領域で）金属素地（Ａ）より



11 

も有意に高い場合に初めて得られるのであり，本件明細書はその下限値が９０ｗ

ｔ％であると述べている。 

(イ) 控訴人の主張に対する反論 

ａ 本件明細書の【００２３】は，それ自体クレームの構成要件ではなく，後段

が前段の従属項であるわけでもないから，前段と後段が上位概念と下位概念の関係

に立つ理由が不明である。前段と後段の記載は，ともにクレームに記載された発明

の「球形の相（Ｂ）」を詳しく説明するための記載であると読むほかない。そして，

後段が，Ｃｏ濃度を相（Ｂ）の中心部と周辺部に切り分けて詳細に説明しているこ

とからすれば，前段は，相（Ｂ）の中心部においても，周辺部においても，ともに

９０ｗｔ％以上含有することを要求していると当業者は理解する。 

ｂ 実施例の記載は，相（Ｂ）の中心付近（中心ないし径の１／３の領域内）を

複数測定した結果，いずれの点においてもＣｏ濃度が９９ｗｔ％以上であったもの

と理解するのが自然であり，実施例における「以上」との一語に基づいて，スポッ

ト分析が用いられているからクレームの濃度もスポットで一点でも満たせば良いな

どと主張することは，技術常識に反するだけでなく，クレーム解釈論の範囲を逸脱

している。 

ｃ Ｃｏの面分析結果における濃度の具体的数値が本件明細書に記載されていな

いことは控訴人の出願時における手落ちであり，明細書中の記載の不備を奇貨とし

て「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」との要件について，スポット分析で足りるな

どと解釈することは許されない。 

ｄ 被控訴人は，前訴における本件特許の無効主張において，点分析のみに基づ

いて，９０ｗｔ％以上と主張したことはないのであるから，被控訴人が，控訴人の

クレーム解釈に沿った主張をしたことはない。 

(ウ) したがって，「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」との要件は，相（Ｂ）の

全ての領域において，Ｃｏが９０ｗｔ％以上含有されていることを要求するもので

あり，その意味としては，①球形の相の全領域においてＣｏを９０ｗｔ％以上含有
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するもののみが「球形の相（Ｂ）」とする解釈(以下「解釈Ⅰ」という。)，②Ｃｏ

の含有量が９０ｗｔ％以上である領域のみが「球形の相（Ｂ）」であり，外延はＣ

ｏ含有量が９０ｗｔ％以上であるか否かによって画定されるとの解釈(以下「解釈Ⅱ」

という。)が考えられる。 

解釈Ⅰの場合，甲６２の１・２，８９，９０のＳＥＭ写真で確認できるＣｏを主

成分とする相は，いずれもその周辺部においてＣｏ濃度が８０ｗｔ％以下であるか

ら，被控訴人製品１のＣｏを主成分とする相は，相（Ｂ）に該当しない。このこと

は，甲８４，９１によって明らかにされたＥＤＳ写真を考慮しても，同様である（乙

３７）。 

解釈Ⅱの場合，甲６２の１，８９の図５から，Ｃｏを８０ｗｔ％以上含有する領

域を抜き出し（９０ｗｔ％以上含有する領域だけを厳密に抜き出すことは困難であ

るため，８０ｗｔ％以上含有する領域で検討する。），その面積率を測定したとこ

ろ，その結果は１６．４％となり，２０％未満である。また，甲６２の２，９０の

図５．４，図８．４についても，その結果はそれぞれ１３．６％及び１５．０％で

あり，２０％未満であった。さらに，甲６２の２，９０の図５．９に基づき粒子１

９におけるＣｏを９０ｗｔ％以上含む領域の面積率を計算したところ，５０．８％

であり，これを，甲６２の２，９０の図５．２から導かれるＣｏを主成分とする球

形の相の面積率２４．０８％に乗ずると，面積は１２．２３％であり，２０％未満

となる。このことは，甲８４，９１によって明らかにされたＥＤＳ写真を考慮して

も，同様である（乙３７）。 

(2) 構成要件Ｂ－（２）（「ターゲットの全体積又は前記ターゲットのエロージョ

ン面の面積の２０％以上」）について 

〔控訴人の主張〕 

ア 一部分の選択（観察面領域の選択）は，ターゲット全体の組織構造を観察し

たといえる程度に広い必要があるとの原審の判断基準は，極めて主観的であり，い

かようにも恣意的に判断することを許容する基準であるため，不当である。 
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イ 他方，一部分の選択（観察面領域の選択）は，ターゲット全体の組織構造を

観察したといえるか否かで判断することは，合理的であるとも考えられる。そこで，

控訴人は，第三者の分析機関に依頼して作成した甲６２の１・２，６６，８９，９

０を当審において新たに提出した。 

ウ 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」についての正しい解釈を前提に，甲６２

の１・２，８９，９０に基づくと，被控訴人製品１の観察領域に対する球形の相（ｂ）

の面積率は２０％以上である。 

すなわち，①ＳＥＭ観察及びＥＰＭＡ分析の両方の分析を，甲６２の１・２のＰ

ｏｉｎｔ４及び７で行い，ＳＥＭ観察及びＥＰＭＡ分析の両方の分析を甲６７で

行ったところ，結果はいずれも，観察面積に対する長径と短径の差が０～５０％の

球形であって，直径が３０μｍを超え，かつ，Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する球形

の相（ｂ）の面積率は２０％以上であった。②甲６２の２のＰｏｉｎｔ１ないし３，

５，６，８ないし１０でＳＥＭ観察を行い，各Ｐｏｉｎｔにおいて算出された直径

３０μｍ以上の球形の相（ｂ）の面積率に平均調整率（Ｃｏ濃度９０ｗｔ％未満の

ものを除く場合の面積率を，Ｃｏ濃度９０ｗｔ％未満のものを含む場合の面積率で

除した値の平均値。なお，甲８４，９１によれば，控訴人は，調整率を計算する際

のサンプルとして，Ｃｏを９０ｗｔ％以上含む相の割合が高い画像を恣意的に選択

していない。）を割り引いた結果は，いずれも２０％を超えた。③被控訴人製品１

の３０μｍ以上の球形の相（ｂ）は，Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有すると合理的に推

認できる。なぜなら，被控訴人製品１の直径が３０μｍ未満であっても，甲６２の

２，９０のＰｏｉｎｔ７の図８．８のＳｐｅｃｔｒｕｍ３の分析結果は，相（ｂ）

全体でも９０ｗｔ％以上であったので，直径が３０μｍ以上の相（ｂ）であれば，

必ずＣｏを９０ｗｔ％以上含有しているといえるからである。④以上のとおり，球

形の相（ｂ）の面積率ですら２０％を超えるので，体積率に換算した場合，必ず，

球形の相（ｂ）の割合は増加することになる。 

エ 原判決が示した「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」の解釈を前提にしても，
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甲６２の１・２，８９，９０に基づくと，被控訴人製品１の球形の相（ｂ）の面積

比率は２０％以上である。 

すなわち，①被控訴人製品１の相（ｂ）の原料は純Ｃｏ粒子であること，②直径

が３０μｍ未満の球形の相（ｂ）であっても，Ｃｏ濃度は全体で９０ｗｔ％以上と

いう実際の分析結果（甲６２の２）があること，③相（ｂ）の周囲は，相互拡散に

よって，Ｃｏ濃度が減少しているが，中央付近のＣｏ濃度はそのまま維持されてい

ること，を踏まえると，直径が３０μｍ以上の球形の相（ｂ）であれば，なおさら，

Ｃｏ濃度は全体で９０ｗｔ％以上含有していると類推できる。 

オ 乙２７は，殊更，直径３０μｍ以上の相（ｂ）が極端に少ない領域を恣意的

に選択したものであって，不当である。 

〔被控訴人の主張〕 

 ア 甲６２の１，８９の図２について，控訴人は，ダルマ状粒子を２つないしそ

れ以上の粒子として認識し，各粒子について球状判定を行っているが，これらは本

来であればダルマ状の１粒子として扱われるべきである。そして，ダルマ状粒子を

省いた結果，Ｃｏを主成分とする相の面積率は，１８．７７％であり，２０％未満

となった。同様に，甲６２の２，９０の図５．２，図８．２についても，ダルマ状

粒子を省いて面積率を測定すると，それぞれ１８．３５％，１９．４６％であった。 

 イ 控訴人の主張に対する反論 

 (ア) 前記のとおり，控訴人のクレーム解釈は誤っており，正しいクレーム解釈

に基づけば，被控訴人製品１の相（Ｂ）の面積率が２０％以上となることはない。 

 控訴人主張に係る調整率を計算する際のサンプルとして，Ｃｏを９０ｗｔ％以上

含む相の割合が高い画像を恣意的に選択することが容易に可能であるし，Ｃｏ９０

ｗｔ％以上の相の認定につき，一部でも当該濃度を満足すればよいという誤った前

提に立っているから，調整率の値そのものが極めて高くなってしまうので，調整率

についての議論は全く意味がない。 

 Ｃｏ粒子が数多く近接した甲６２の２，９０の図８．８のＳｐｅｃｔｒｕｍ３の
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粒子は，そのサイズに比してＣｏを相内に多く含むと考えられる。そして，甲６２

の２，９０の図８．４のＥＤＳ写真を見ると，３０μｍ前後のサイズを持つと思わ

れる粒子１２，１４，１９，２０，３５，３７，４２等は，全てＳｐｅｃｔｒｕｍ

３の粒子よりもＣｏ濃度が低い。控訴人は，粒子１２等が中心から遠い部分で切断

されたためであると主張するが，証拠はなく，憶測にすぎない。 

(イ) 原判決の「全体として」は，被控訴人の主張するとおり，「全ての領域で」

と解するのが相当である。したがって，「全体として」を「平均で」と解する控訴

人の主張は前提を異にし，理由がない。 

 ウ 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」を「平均で９０ｗｔ％以上」と解すると

しても，被控訴人製品１は「ターゲットのエロージョン面積の２０％以上存在する」

という要件を満たさない。 

 すなわち，①甲６２の２，９０の図８．８のＳｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子は，Ｃｏ

が非常に拡散し難い条件下に存在するのであるから，他の粒子に拡張して議論する

ことは不当である。また，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子は，もともと粒子輪郭ぎりぎ

りまで広げてもＣｏ濃度が９０ｗｔ％以上であるなどと評価し得るものではない。

さらに，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ１ないし３の測定範囲は，真円ではなく，粒子によって

縦横比が異なっており，分析方法に疑問がある。②甲６２の２，９０の図５．９に

示された粒子１９の線分析結果のＳＥＭ写真から，粒子１９の直径を計算し，平均

Ｃｏ濃度を算出したところ，８８．５ｗｔ％となり，９０ｗｔ％未満である。また，

粒子１９は極めてＣｏ濃度が高い粒子であり，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子は，粒子

１９よりもＣｏ濃度が高いとは考え難い。 

 したがって，直径が３０μｍ未満の相であっても中心付近には原料であるＣｏ粒

子の時のＣｏ濃度が維持されているから，直径が３０μｍ以上の球形の相（ｂ）で

あれば，なおさらＣｏ濃度は平均で９０ｗｔ％以上であるなどという推論は成立せ

ず，ＳＥＭ観察における球形の相（ｂ）の面積をそのまま相（Ｂ）の面積率と考え

る控訴人の主張はその前提を欠く。 
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 エ 甲６２の１・２，８９，９０について 

 甲６２の１・２，８９，９０において大きく範囲指定された１０か所の観察領域

の中から実際にどのような領域をさらに切り出してＳＥＭ写真を撮影したのかにつ

いては，甲６２の１，８９の図１を除いて証拠がない。甲６２の１・２，８９，９

０に示されたＳＥＭ写真は倍率が高く（観察範囲が狭く），１０か所測定したから

といって，ターゲットを代表するものと結論付けることはできない。観察領域の選

択について第三者分析機関が任意に行ったものであったとしても，わずか１０か所

を選択して全体を代表させるとすることには無理がある。 

 そもそも乙２７によって被控訴人が立証しようとしたのは，被控訴人製品１の観

察領域の選択によって球形の相の占有率が異なることであって，「１０．１％」と

いう面積率を有するという事実ではないから，控訴人の主張は失当である。 

(3) 被控訴人製品１の製造方法について 

〔控訴人の主張〕 

本件特許発明に係るターゲットの製造において，本件特許発明の特徴部分である，

Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する球形の相（Ｂ）を最も確実に作り出すことを可能と

する製造方法が，相（Ａ）の原料粉末を混合した後に，純Ｃｏ粒子を後から投入す

ることである。このことは，被控訴人の主張とも整合する。にもかかわらず，原判

決は，被控訴人が球形の相（ｂ）のＣｏ濃度に実質的に影響を与える因子として全

く議論したことのない焼結温度などの条件は不明であるなどの理由をつけて，被控

訴人製品１の製造方法は本件明細書に記載の製造方法と同じとは言えないと判断し

たことは，誤りである。実際，ターゲットの焼結温度及び時間は，ターゲットの製

造という観点で合理的な範囲に設定され，その合理的な焼結温度の範囲内であれば，

相（ｂ）のＣｏ濃度分布を大きく変動させることはない。 

〔被控訴人の主張〕 

控訴人の主張は，要するに，純Ｃｏ粉末を原料として用いれば，全て侵害品に違

いないという暴論である。仮に，純Ｃｏを用いることのみが本件特許発明のターゲッ
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トを構成する唯一の条件であるとすれば，純Ｃｏは本件特許の出願前からターゲッ

トの製造に広く用いられてきた材料であるから，本件特許発明には新規性がない。 

 控訴人は，原審において，焼結温度や界面付近の元素濃度が拡散に影響を与える

ことを自ら主張しているし，当審においても，同様に認めている。 

 (4) 統計的推定について 

〔控訴人の主張〕 

 ア 標本数が２５個に満たない場合に，産業界において広く適用されている統計

的推定に，ｔ分布というものがある。ｔ分布を適用することで，被控訴人製品１の

直径と短径の差が０～５０％で，直径が３０μｍ～１５０μｍの範囲の「球形の相

（ｂ）」の観察面積に対する面積率が，「ターゲットの全体積又はエロージョン面

の面積の２０％以上」であることを証明することができる。 

 イ 被控訴人製品１の球形の相（ｂ）の面積率を算出するに当たり用いた標本は，

１２個（甲６７につき１個，甲６２の１，８９につき１個，甲６２の２，９０につ

き１０個）である。そして，標本の大きさは，適正なものである。 

 ウ ＥＤＳ分析又はＥＰＭＡ分析によってＣｏ濃度が９０ｗｔ％以上であると確

認された球形の相（ｂ）の標本平均は，２２．２９，不偏分散は１０．８３，不偏

標準偏差は３．２９である(甲９２)から，２０．２０＜μ＜２４．３８となる。 

 上記の意味するところは，母平均，つまり，膨大な数のＳＥＭ観察可能領域の全

てについて，直径が３０～１５０μｍの範囲内であり，Ｃｏ濃度が９０ｗｔ％以上

の球形の相（ｂ）の面積率を測定して，その平均を求めた場合，９５％の信頼度を

もって，言い換えれば９５％の確率で，その数値が上記範囲内であるといえるとい

うことである。 

 エ 被控訴人製品１において観察される，全ての直径が３０μｍ以上の球形の相

（ｂ）の標本平均は，２５．０２，不偏分散は８．７２，不偏標準偏差は２．９５

である(甲８６)から，２３．１４＜μ＜２６．９０となる。 

 上記の意味するところは，母平均，つまり，膨大な数のＳＥＭ観察可能領域の全
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てについて，直径が３０～１５０μｍの範囲内であり，Ｃｏ濃度が９０ｗｔ％以上

の球形の相（ｂ）の面積率を測定して，その平均を求めた場合，９５％の信頼度を

もって，言い換えれば９５％の確率で，その数値が上記範囲内であるといえるとい

うことである。 

 オ 被控訴人製品１のエロージョン面全体の球形の相（ｂ）の面積率が２０％以

上であることには，高度の蓋然性がある。 

〔被控訴人の主張〕 

 控訴人の主張は争う。ｔ分布に基づいて母集団の区間推定を行うためには，標本

が無作為抽出される必要があるところ，分析機関の観察者が，手動操作によって，

控訴人に指示された観察箇所付近の観察領域を適宜決定する方法は，無作為抽出に

は当たらない。無作為抽出を行うためには，観察領域の選定を乱数表などによって

ランダムに決定する必要がある。また，ｔ分布を用いて母集団の平均値の区間推定

を行うためには，母集団の分布が正規分布であることが前提になるところ，このこ

とが全く立証されていない。 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所も，被控訴人製品１が本件特許発明の技術的範囲に属さないから，控訴

人の請求は棄却すべきものと判断する。 

その理由は，後記１のとおり補正し，後記２のとおり控訴人の当審における主張

に対する判断を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」の第４記載のとおりで

あるから，これを引用する。 

１ 原判決の補正 

(1) 原判決１８頁１５行目の「いかなるものであるは」を「いかなるものである

かは」と改める。 

(2) 原判決１９頁１０行目の冒頭から１３行目の「一層不明である。」までを以

下のとおり改める。 

「しかし，同陳述書の別紙１に示された「Ｒｅｓｕｌｔｓ」の数値が乙２７にお
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ける定義及び算出方法と同様の方法で算出されたものであるとしても，本件明細書

の記載から，「長径及び短径」並びに「直径」がいかなる測定方法により，いかな

る関係に立つかを一義的に解することはできず，構成要件の充足性を判断するため

の基準が不明確であるといわざるを得ない。」 

２ 控訴人の当審における主張に対する判断 

被控訴人は，控訴人が当審において提出した主張（控訴人準備書面(2)，同(3)及

び同(4)の第２）並びに証拠（甲５８ないし７１）については，時機に後れたものと

して民事訴訟法１５７条１項により却下すべきであると申し立てる。 

しかし，上記各主張及び証拠の提出によって，訴訟の完結を遅延させることとは

ならない。 

したがって，上記申立てはいずれも理由がないので，これを却下する。 

(1) 構成要件Ｂ－（１）について 

ア 「球形の相」について 

(ア) 本件特許発明における「球形」とは，真球，疑似真球，扁球（回転楕円体），

疑似扁球を含む立体形状であり，いずれも，長径と短径の差が０～５０％であるも

のをいい，この範囲であれば，外周部に多少の凹凸があってもよい。また，球形そ

のものを確認することが難しい場合は，断面の中心と外周までの長さの最小値に対

する最大値の比が２以下であることを目安としてもよい（【００２６】）。 

(イ) 控訴人は，相（ｂ）の原料が球形の純Ｃｏ粉末であることからすれば，こ

のことを全く考慮していない乙３２は技術常識を示すものではないし，被控訴人の

従前の主張や統計的判断を考慮すれば，一断面のＳＥＭ写真の円形相から，その立

体的形状は「球形」であると判断できるなどと主張する。 

しかし，控訴人主張の各点や当審提出の甲６０，６１を考慮しても，一断面のＳ

ＥＭ写真の円形相から，その立体的形状が「球形」である可能性が高いということ

はできても，「球形」であるとまでは認め難い。現に，控訴人が当審において提出

した甲６２の２，９０をみても，図７．１に表れている２０番の粒子の研磨面での
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形状は，その立体的形状が球形であるとは認め難いものである。 

(ウ) これに対し，控訴人は，ＳＥＭ画像でダルマ状に見える相（ｂ）であって

も，それを形成する個々の粒子が原料である球形の純Ｃｏ粒子がそのままの形状を

維持して焼結したようなものであれば，球形の相（Ｂ）とすべきである，球形の特

徴である弧を描く外周が完全になくなったようなものでない限り，長径と短径の比

が２以下であれば，球形と評価することが合理的であるなどとして，球形の相（Ｂ）

の存在を合理的に推認することができると主張する。 

しかし，ダルマ状に見える相（ｂ）が控訴人の上記主張の場合に球形の相（Ｂ）

に当たるとするのは，観察者の主観に左右されるものであるといわざるを得ない。

また，断面において長径と短径の比が２以下であるもの（上記甲６２の２，９０の

図７．１に表れている２０番の粒子は，その一例である。もっとも，この２０番の

粒子を同図の２７番の粒子と別個の粒子として扱うか否か自体，観察者の主観に

よって左右されるといわざるを得ない。）の立体的形状が，本件特許発明における

「球形」に常に当たるとまではいい難く，控訴人の上記主張は採用し難い。 

(エ) したがって，被控訴人製品１のＳＥＭ写真において円形のものの立体的形

状が，球形であるとは認め難く，控訴人の上記主張は理由がない。 

イ 「直径が３０～１５０μｍの範囲にある」について 

(ア) 控訴人は，一断面の形状から近似的に球体の直径を導出できないとしても，

断面における直径が３０μｍを超える「球形の相（ｂ）」の立体形状の直径は，「３

０～１５０μｍの範囲にある」と推認することは可能であるなどと主張する。 

しかし，そもそも，本件明細書をみても「直径」の定義はなく，相（Ｂ）が真円

でない場合に「直径」をどのように定義するかは定かでなく，当業者において，こ

れを一義的に理解することができない。 

そして，断面形状において測定する場合であっても（本件明細書【００２６】），

断面形状における直径と立体形状における直径との関係等が明らかでないため，い

かなる測定値を「直径」とするかは一義的に明らかであるとはいい難い（なお，乙
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２７による長径及び短径並びに直径の定義自体，あり得る解釈の一つにすぎず，本

件明細書に接した当業者が，乙２７のとおりに一義的に解するのが技術常識である

とは認め難い。）。したがって，構成要件Ｂ－（１）について，いかなる場合に「直

径」が「３０～１５０μｍ」であるのかは，不明といわざるを得ない。 

また，控訴人は，断面における直径が３０μｍを超える「球形の相（ｂ）」の立

体形状の直径は，「３０～１５０μｍの範囲にある」と推認することは可能である

と主張するが，上記のとおり「直径」の定義自体が一義的に確定できないし，控訴

人の議論は真球では成立するとしても，扁球（回転楕円体）や疑似扁球においても

妥当するものか疑問であって，採用し難い。 

(イ) これに対し，控訴人は，「直径」とは，「円，楕円，双曲線で，中心を通

り両端がその曲線上にある線分。」（甲６３〔大辞泉〕，６４〔科学大辞典〕）で

あると主張する。 

しかし，上記定義によっては，楕円や楕円体の場合，直径が複数存在することに

なり，長径を直径というのか，短径を直径というのか，あるいは，長径とも短径と

も異なる直径の定義が存在するのか，一義的に理解することができない。 

(ウ) さらに，控訴人は，甲６７，８９及び９０によって明らかにされた粒子の

長径（直径が，長径以下の数値であることは明らかである。）についてみれば，球

形の相（ｂ）の直径が「３０～１５０μｍの範囲」にあると認められると主張する。 

しかし，前記(ア)のとおり，控訴人の議論は真球では成立するとしても，扁球（回

転楕円体）や疑似扁球においても妥当するものか甚だ疑問であって，断面の粒子に

おける長径を基に，立体形状としての球の直径が「３０～１５０μｍ」の範囲にあ

るとは認め難く，控訴人の上記主張は理由がない。 

(エ) したがって，被控訴人製品１の球形の相（ｂ）の直径が「３０～１５０μ

ｍの範囲にある」とは認め難く，控訴人の上記主張は理由がない。 

ウ 「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」について 

(ア) 控訴人は，「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」とは，球形の相（Ｂ）の中
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に「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」の部分が少しでもあれば足りるという意味に解

するのが相当であると主張する。 

しかし，まず，本件明細書の【００２３】の前段と後段が上位概念と下位概念の

関係にあるとは解し難く，いずれも球形の相（Ｂ）におけるＣｏ濃度を説明する記

載であると解するのが相当であるから，控訴人の主張は前提を異にし，理由がない。 

また，本件明細書の【００２３】の後段の「中心付近内では」について，仮に，

控訴人主張のとおり，ＥＰＭＡ分析のスポット径におけるＣｏ濃度を前提として「中

心付近においては」の意味に解釈すべきであるとしても，球形の相（Ｂ）の中にＣ

ｏ含有量が９０ｗｔ％以上の部分が少しでもあれば足りることを意味するとは直ち

にいえない。 

さらに，控訴人の解釈によれば，直径３０～１５０μｍの球形の相の内部に，直

径数μｍのＣｏ９０ｗｔ％以上の領域があれば，それを全て相（Ｂ）とすることに

なるが，球形の相（Ｂ）内の大部分の領域についてＣｏが９０ｗｔ％以下であって

も，漏洩磁束の向上という効果が得られるなどということは，本件明細書には何ら

記載されていないし，本件特許発明の効果は，相（Ｂ）中のＣｏ濃度が金属素地（Ａ）

よりも有意に高い場合に初めて得られ，本件明細書はその下限値が９０ｗｔ％であ

ると解するのが合理的であって，極めて狭い領域でも９０ｗｔ％以上の部分があれ

ば足りると解するのは疑問である。 

加えて，被控訴人は，前訴における本件特許の無効主張において，点分析のみに

基づいて，Ｃｏ濃度９０ｗｔ％以上と主張してはいないのであるから，控訴人の解

釈が被控訴人の無効主張における解釈と整合するということはできない。 

したがって，控訴人主張のクレーム解釈は採用できない。 

(イ) 控訴人は，「球形の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」

であることが必要と解することはできないと主張する。 

しかし，前記(ア)のとおり，一部分でも９０ｗｔ％以上の領域があれば構成要件

を充足すると解するとすれば，極めて狭い領域のみで本件特許発明の効果を奏する
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ことになり，疑問である。他方，被控訴人は，全領域で９０ｗｔ％以上であること

を要すると主張するが，本件特許発明の効果を奏するために全領域について９０ｗ

ｔ％以上であることは要しないと考えられ，球形の相（Ｂ）全体として，すなわち，

球形の相（Ｂ）内のＣｏ含有量が９０ｗｔ％以上であればよい（平均でＣｏ含有量

が９０ｗｔ％以上であればよい。）と解するのが，自然な解釈というべきである。

そして，特許請求の範囲や本件明細書に平均値によることの明示的な記載がないこ

とは，上記解釈を妨げるものではない。 

(ウ) 控訴人は，「球形の相（Ｂ）」全体として「Ｃｏ含有量が９０ｗｔ％以上」

であることが必要であると解した場合であっても，甲６２の２，９０の図８．８の

Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子（直径３０μｍ未満）でさえ，平均のＣｏ濃度が９０ｗ

ｔ％以上であるから，直径３０μｍ以上の粒子の場合，平均のＣｏ濃度は９０ｗｔ％

以上であると合理的にいうことができ，したがって，被控訴人製品１は「Ｃｏ含有

量が９０ｗｔ％以上」を充足すると主張する。 

しかし，甲６２の２，９０の図８．８のＳｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子は，別のＣｏ

粒子に取り囲まれ，Ｃｏが非常に拡散し難い条件下に存在することがうかがえ，そ

のサイズに比してＣｏを相内に多く含むと考えられること，現に，甲６２の２，９

０の図８．４の中で３０μｍ前後のサイズであると考えられる粒子は，Ｓｐｅｃｔ

ｒｕｍ３よりもＣｏ濃度が低いことからすれば，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の分析結果か

ら，被控訴人製品１の直径が３０μｍ未満であっても，相（ｂ）全体では９０ｗｔ％

以上であり，したがって，直径が３０μｍ以上の相（ｂ）であれば，必ずＣｏを９

０ｗｔ％以上含有するとの推論は成立し難く，控訴人の上記主張は理由がない。 

これに対し，控訴人は，甲６２の２，９０の図８．６の元素組成を示す図によれ

ば，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子は，最外周から順にＣｏ濃度の変動が生じており，

周囲にある相（ｂ）によって拡散の程度が減少しているとはいえないと主張する。 

しかし，最外周の濃度が低いという事実と，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の粒子がＣｏ粒

子に取り囲まれ，他の粒子より拡散のレベルが低いという事実とは両立するのであ
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るから，Ｓｐｅｃｔｒｕｍ３の分析結果を基にした控訴人主張の推論が成立し難い

との上記結論は左右されない。 

その他，甲６２の１・２，６７，８４，８９ないし９１を考慮しても，被控訴人

製品１が「Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する」とは認め難い。 

(エ) したがって，控訴人の上記主張は，いずれも理由がない。 

(2) 構成要件Ｂ－（２）（「ターゲットの全体積又は前記ターゲットのエロージョ

ン面の面積の２０％以上」）について 

 控訴人は，被控訴人製品１が上記構成要件Ｂ－（２）を充足することを立証する

ため，当審において，第三者の分析機関に依頼して作成した甲６２の１・２，６６，

８９，９０を新たに提出する。 

 しかし，そもそも，本件明細書には，観察領域の選定方法や必要な観察領域の数

等を含め，具体的な確認方法は何ら記載されていないのであり，どのような測定を

すれば上記構成要件Ｂ－（２）の充足を立証できるか，当業者が一義的に理解でき

ないものであるから，構成要件Ｂ－（２）の充足の立証がされたと認めることは，

困難である。 

 また，上記証拠は，第三者が選定した１０か所の測定結果によって，ターゲット

全体が上記構成要件Ｂ－（２）を充足することを立証するというものであるところ，

第三者の選定に恣意的な要素が介在していないとしても，全体積又は面積と比較す

れば，わずか１０か所の測定結果によって，全体についての立証がされたと認める

ことは困難といわざるを得ない。 

 したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 

(3) 被控訴人製品１の製造方法について 

控訴人は，本件特許発明に係るターゲットの製造において，本件特許発明の特徴

部分である，Ｃｏを９０ｗｔ％以上含有する球形の相（Ｂ）を最も確実に作り出す

ことを可能とする製造方法が，相（Ａ）の原料粉末を混合した後に，純Ｃｏ粒子を

後から投入することであることからすれば，同様の製造方法によって製造された被
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控訴人製品１が，本件特許発明の構成要件を充足することは明らかであるという趣

旨の主張をする。 

しかし，仮に，控訴人主張の製造方法によって被控訴人製品１が製造されたもの

であるとしても，その製造条件の詳細は不明であること，同様の製造方法で製造さ

れたことをもって，被控訴人製品１が，物の発明である本件特許発明の規定する構

造と同様の構造であるとは直ちにいえないことからすれば，控訴人の上記主張は理

由がない。 

(4) 統計的推定について 

控訴人は，統計的推定を行えば，被控訴人製品１が構成要件を充足する旨合理的

に推認できると主張する。 

しかし，本件明細書に接した当業者が，統計的推定を行うことによって，本件特

許発明の構成要件充足性を判断するものと一義的に理解するとはいい難い。また，

統計的推定によって訴訟法上の証明がされたといえるか疑問であるし，仮に統計的

推定を用いるとしても，その基礎となる標本値の選定が無作為抽出によってされて

いないこと，母集団の分布が正規分布であるか不明であるといわざるを得ないこと

からすれば，統計的推定が適正に行われているとはいい難い。 

したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 

 ３ 結論 

したがって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の請求は理由がな

いから，控訴人の請求を棄却した原判決は相当である。 

よって，主文のとおり判決する。 

知的財産高等裁判所第４部 

 

裁判長裁判官     髙   部   眞 規 子 
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            裁判官     古   河   謙   一 

 

 

            裁判官     鈴   木   わ か な 


